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う 。） に 対 し 、 生 活 保 護 法 （昭 和 ２ ５年 法 律 第 ■1 4  4 号 。 以 下 「法」 とい う。） 第 ２ ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ

■　　　　　　　　　　　　　。　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　 ¶　　　　　　－　　　　　　　　・り 、 生 活 保 護 申請 却 下 処 分 （以 下 「原 処 分 」 と い う 。） を 行 っ た 。　 卜　　　　　　 Ｊ　　　　 厂
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（1 ） 世 帯 の 認 定･に つ い て　　　　　　　 ／　　　　　　　　　 ＞　　　 。

ア　 生 活 保 護｡に お け る 世 帯 の 認 定 に お い て は 、居 住 をl-・に し て い な い 場 合 で あ っ て も 、同 一 世 帯 と

ヶ 二 し て 認 定 す る こ と が 適 当 で あ る と き は 、 同 一 世帯 員 と し て 認 定 す る こ と と な っ て い る ＼（「生 活 保

……　護 法 に よ る 保 護 の 実 施 要 領 に つ い て 」（ 昭 和 ３ ６年 ４ 月 ｉ 日 付 け 厚 生 省 発 社 第 １ ２･ ３ 号 厚 生 事 務

上　 次 官 通 知 ） 第 １）。　 ご　 に レ　　 ∧　 ノ　　　　　　　= ﾌﾟ　　　　　　･ ヽ　　　　　　　
＼

八 二 さ ら にミ「生 活 保 護 法 に よ る 保 護 の 実 施 要 領 に つ いて 」（昭 和 ３ ８年 ４ 月 １ 日 付 け 社 発 第 ２ ４ ６

号 厚 生 省 社 会 局 長 通 知 ）第 ｉ めｉ で は 、居 住 を 一 に し て い な い が 、同 一 世 帯 に 属 し て い る と 判 断

す べ き 場 合 と は √ 次 の 場 合 と さ れ て い る=。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＜

■　　　Ｉ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 丶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・　　　　　　●

レ　 （ｱ） 出 か せ ぎ し て い る 場 合　 プ
ダ　　　　　　　　　　 グ　　　　　　 レ　 、二　 ∧　　　 ゾ

ト （ｲ） 子 が 義 務 教 育 の た め 他 の 土 地 に 寄 宿 し て い る 場 合　　　　　　　 ／

（ｳ） 夫 婦 間 又 は 親 の 未 成 熟 の 子 に 対 す る 関 係 に あ る 者 が 就 労 の た め 他 の 土 地 に 寄 宿 し て い る 場 合

…　…（ｴ） 行 商 又 は 勤 務 等 の 惆 係 上､･ 子 を 知 人 等 に あ ず け 子 の 生 活 費 を 仕 送 り し て い る 場 合 い　 ◇ ：

･4　　　　　　　　■　　　　　-¶冂 紅 病気治療ぬため病‾院等 亡入院又は入所しｔ いる場合 ……………

(ｶ) 職業能力開発校、国立光明寮等に入所している場合

'(ｷ) その他(ｱ) から(ｶ) までのいずれかと同様の状態にある場合

レ イ　 法 に お け る 世帯 の 認 定 に あ た っ で 、夫 婦 は 原 則 と し て 同 一 世 帯 に 属 し て い る と 判 断 さ れ る が 、

夫 婦で あ っ て も、 夫 が 妻 以 外 の 者 と 同 棲 し 、妻 と 別 居 し て い る 期 間 が 相 当 長 期 に わ た っ て い る 場

合 等 夫 婦 関 係 の解 体 が 明 白 で あ る 場 合 に は 、世 帯 を 異 にし て いる と 判断 す べ き も の と 考 え られ る

( 生 活 保 護 手 帳 別 冊 問 答 集2009 問1-1) 。・ 厂　 ‥

(2) ＼処 分 庁 の 主 張　　　　　　　　　 コ　　　　　　　　　 ‥　　　 ＼　　　　　　　　　 ご　 し

処 分 庁 は 、平 成 ２ １ 年 １ ０ 月 ７ 日 付 け 弁 明 書 にお い で 、請 求 人 は 離 婚 調 停 が 不 調 に 終 わ づ て 以 降4

夫 と の 接 触 を 拒 んで い る 状 態 で あ り 、夫 婦 関 係 の 破 綻 と は 確 認で き ず 、夫 婦 は 互 い に 扶 養 す る 義 務

が あ る の で 、法 にお け る 世 帯 単 位 の 原 則 に 照 ら し て も 生 活 保 護 を 適 用 さ せ る 段 階 に は な く 、夫 婦 が
、　　　　　・　　　　　　　 Ｓ　　　　　　　　　　　－　　　　Ｉ Ｉ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

話 し 合 う ご と が 最 優 先 と 判 断 し 申 請 を 却 下 し た 。し た｡が っ て 、処 分 に 違 法 ・不 当 な 点 は な い と 主 張

ｊ　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　Ｉ
す る 。　　　　　　　　 レ　 ＼

｜　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　 ■　　　　　■
(3) 原 処 分 に つ い て　　　　 ≒　　　　　　　　 、　　　　　　　　 し　　　　　　　　　 ＼
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請求人と翳) 状況については、前記！の(1)ないし(7)によると、平成１２年４月の結婚以降、同

居していたのは約１年半の短い期間しかなく､平成１６年１０月以降は現在に至るまで別居状態が

続いていること、その間、不調に終わったものの離婚調停を行っていたことなどから、前記(1)の

イに照らし、夫婦関係は事実上解体していると判断することが相当であり、また、前記(1)のアの

(ｱ)ないし(ｷ)にも該当しないので、請求人と●を同一世帯員と認定することはできない。

したがって、請求人については、単身世帯と考えるべきであり、処分庁の主張は採用できない。

よって、主文のとおり裁決する。　　　　　。･

平成２１年１２月９日

３

北海道知事　　高　橋　はる

膕 誤


